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当金庫のローン商品の概要 
                        
１．商品名 

やましんビジネスライン 
 

 

２．ご融資対象者 ・当金庫の営業区域内で事業を営む当金庫の会員である個人または法人で、当金庫所定

の審査基準を満たす中小企業者 
 
 

３．お使いみち ・事業資金に限ります。  
４．ご融資限度額 ・１００万円以上１億円以下（１００万円単位） 

・ご融資金額は、設定された上記ご融資限度額内で、随時にお借入れできます。 
 （１０万円単位） 

 
 
 

５．ご融資期間 ・契約期間は１年となります。 
 なお、契約期間は、申請によりさらに１年間の更新ができます。  

６．ご融資利率 ・変動金利型の取扱いとなります。 
・融資利率は、当金庫の定める新やましん長期貸出金利を基準とします。 
 また、ご融資後、市場金利および当金庫の調達コスト等の変動に伴い基準金利（新や

ましん長期貸出金利）が変更した場合、その変動幅と同幅変動し、基準利率の変更日

から２週間後の応当曜日の翌日以降、最初に到来する１０日より適用いたします。 
※金利につきましては窓口でお問い合わせ下さい。 

 
 
 

７．利息の計算方法 ・付利単位は１円とし、約定返済日に、前月の１０日（初回は、最初のお借入れの発生

日）から当月の９日までの間の毎日の最終お借入れの残高に対し、所定のご融資利率

を乗じて算出したお利息を、後取り方式にてご返済のご指定口座より自動的に引き落

としさせていただきます。 

 
 

 

８．ご返済方法 ・毎月１０日にご融資限度額に応じて下記の毎月の返済金額と前１カ月分のお利息との

合計額をご指定の返済の預金口座より自動引落しさせていただきます。 

 毎月返済金額 ご融資限度額 毎月返済金額

1,000万円以下  60,000円 6,000万円以下 360,000円 

2,000万円以下 120,000円 7,000万円以下 420,000円 

3,000万円以下 180,000円 8,000万円以下 480,000円 

4,000万円以下 240,000円 9,000万円以下 540,000円 

5,000万円以下 300,000円 1億円以下 600,000円 

・契約期間内の任意の日に、全額または任意の金額を直接貸越残高の返済に充てる

ことができます。 
・契約期間を更新しないときは、最終期限にお借入残高を一括お支払いただきます。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

９．担 保 ・不動産・有価証券の担保をいただきます。 
10．保証人 ・原則として、法人は代表者１名以上、個人は当金庫が求める場合に連帯保証人を必要

とします。 
 

11．取扱手数料 ・必要ありません。  
12．金利情報の入手 
  方法 

・窓口へご照会ください。 
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13．苦情処理措置・ 

  紛争解決措置 

苦情処理措置 本商品の苦情等は、当金庫営業日に、営業店または総務部（顧客サポート

管理統括部署）（９時～１７時、電話：０７４４－４２－９０８３）にお

申し出ください。 
紛争解決措置 奈良弁護士会（電話：０７４２－２２－２０３５）、東京弁護士会（電話：

０３－３５８１－００３１）、奈良県消費生活センター（電話：０７４２

－２６－０９３１）の仲裁センター等で紛争の解決を図ることも可能です

ので、利用を希望されるお客さまは、当金庫営業日に、上記総務部（顧客

サポート管理統括部署）または全国しんきん相談所（９時～１７時、電話：

０３－３５１７－５８２５）にお申し出ください。 
なお、各弁護士会等に直接申し立てていただくことも可能です。 

 

14．その他の事項 ・やましんビジネスラインをご契約いただきますと、お借入れ専用のやましんビジネス

ライン口座を開設のうえ、やましんビジネスラインお借入れ専用「借入請求書」を発

行いたします。 
・お申込みに際しては事前の審査をさせていただきます。結果によっては、ご希望に添え

ない場合もございますので、あらかじめご了承下さい。 

 

 

 

 
 


